
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 



 

景観形成重点地区
（宇都宮駅東口地区）
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現在のＬＲＴ沿線における規制誘導状況 別紙

　

区分

第１種許可地域

沿道型許可地域

第２種許可地域

第３種許可地域

　

厳しい    緩 や か

第１種 沿道型 第２種 第３種

 　　　　　　10㎡以内　　　　　　20㎡以内　　　　　　20㎡以内　　　　　　30㎡以内

　　　敷地内独立広告物（広告板）　１基当たりの面積

 　　　　　　10㎡以内　　　　　　20㎡以内　　　　　　30㎡以内　　　　　　40㎡以内

該当地域等

市街化調整区域（国道及び鉄道の両外側50ｍ以
内にある地域を除く。）

国道及び鉄道の両外側50ｍ以内にある地域（用
途地域を除く。）

第１種低層住居専用地域，第１種中高層住居専
用地域，第２種中高層住居専用地域，第１種住
居地域，第２種住居地域，準住居地域

近隣商業地域，商業地域，準工業地域，工業地
域及，工業専用地域

　例：野立広告物（広告板）　　　　１基当たりの面積
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